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募集要項に関する質問書に対する回答

■募集要項

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

1 募集要項
応募者の構成と定
義

5 Ⅱ 1 (1)

協力企業の定義として「応募者を構成する法人で、業務の一部をＳＰＣ
から直接受託・請負する・・・」とありますが、ＳＰＣの会社事務やマネジ
メント支援業務をＳＰＣから直接受託する法人については、協力企業と
しなくともよいと考えて宜しいでしょうか。

差し支えありません。事業者の提案に委ねます。

2 募集要項 複数業務の実施 5 Ⅱ 1 (3)

「工事監理業務と施工業務を同一の者又は資本面若しくは人事面に
おいて密接な関連のある者が兼ねてはならない」とありますが、展示に
ついては平成27年４月24日公表の「実施方針に関する質問書に対す
る回答　No.49」に記載の通り、自主監理と考えて宜しいでしょうか。

差し支えありません。
「募集要項P5：Ⅱ１（３）」の1文目を「応募者の構成員又は協力企
業が、複数の業務を兼ねて実施することは妨げないが、工事監理
業務と施工業務（展示制作を除く）を同一の者又は資本面若しく
は人事面において密接な関連のある者が兼ねてはならない。」に
修正します。

3 募集要項
個別の参加資格
要件

7 Ⅱ 2 (2)

SPC業務受託、FAを担当する企業が参加する場合、他の業務を行う
者のように、「福岡市競争入札有資格者名簿」への登録の規定があり
ませんが、不要という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 募集要項
ヒアリング時の説
明資料

12 Ⅳ 1 (10)

具体的な実施方法は後日通知とのことですが、ヒアリング時の説明に
際して使用する資料は、様式提案書で提出した内容のみ使用可という
理解でよろしいでしょうか？

ヒアリング時の説明に際しては、提案内容を逸脱しない範囲での
プレゼンテーション資料の作成をお願いする予定です。詳細は代
表企業への通知文書をご参照ください。
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